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逗子市市制 70周年記念事業市民企画募集要項（共催事業） 

 

 

この要項は、市民企画（共催事業）の募集について、必要な事項を定めるものです。 

 

 

１．目的 

市民と市が、市制 70 周年記念事業の企画及び実施を通して、郷土への思いを共有し、

より魅力ある協働によるまちづくりを推進するために、市民企画を募集します。 

 

２．事業実施期間 

令和６年 4月 21日から令和 7年 1月 31日までの間で事業を希望する日時 

 

３．事業実施場所 

逗子市内各所 

※場所の確保はお約束できません 

 

４．共催事業とは 

・逗子市が市民団体とともに、共同の主催者としてその事業を企画、運営し、その中身や結

果について、責任を負うことを言います。 

例えば、イベントや講座を実施する場合、プログラムの中身や講師の人選等について、市

も企画段階から積極的に意見を出し、当日は、市の職員も運営に関わります。また、参加

者がケガをするなど何らかのトラブルがあった場合には、市も責任を負うことになります。 

・市の施設の使用料が 50％減免となる場合があります。 

・広報ずし等でＰＲするほか、市のイベントでチラシを配布できます。また、開催結果

を市制 70周年記念誌に掲載し、記録として残すことができます。 

・そのほか市の協力内容の詳細については、別紙①をご参照ください。 

 

５．応募条件 

・逗子在住・在勤・在学する個人、又は主に市民で構成され市内で活動する団体である

こと。（団体の場合、代表者が逗子市民であること） 

・１提案者につき１件のみの応募とします。同一提案者で２件以上の応募が確認された

場合は、その者のすべての提案を無効とします。 

・２人以上の個人、２団体以上での共同の応募も可としますが、その場合は代表者を明

らかにし、実行委員会組織等を構成するようにしてください。 

 

７．審査基準 

応募のあった事業については、次の基準に基づき審査します。 

（１）特に、市民が様々な形で参加できるような企画であること。 

（２）多くの人々に受け入れられる企画であること。 

（３）現実的な収支計画があること。 

なお、次にあげる事業については、対象となりません。 

《対象とならない事業》 

①営利を主な目的とする事業 

②特定の会員等のみを対象にした事業 

③特定の政治活動、宗教活動に関する事業 

④提案者が属している団体等の発表会 

  ⑤公序良俗に反するなど市制 70周年記念事業としてふさわしくないと認められる事業 
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８．審査方法  

応募のあった提案について、庁内に設置した選考会により審査します。審査の過程で

必要に応じて提案者に対しヒアリングを行うことがありますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

９．審査結果   

審査結果については、提案者全員に通知します。 

 

10．採用決定の取消し  

実施決定後、次の各号に該当することが判明した場合、決定を取り消す場合がありま

す。 

①企画提案書の内容に虚偽の記載があると認められたとき。 

②事業実施に当たり、不正な行為があると認められたとき。 

③事業実施に当たり、指示した事項に従わないとき。 

④その他事業実施に当たり、著しく支障があると市長が判断をしたとき。 

 

11．応募方法 

提案者は、次の①～⑤の提出書類を企画課にファクス、Ｅメール、郵送など又は直接

持参し提出してください。なお、応募書類は応募者に返却しません。 

①様式１ 提案書 

②様式２ 企画提案書 

③様式３ 収支予算書  

④団体の定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにするもの 

⑤その他市長が必要があると認める書類 

 

12．応募締切 

  2023年（令和５年）８月 31日（木） 必着 
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（別紙①） 

（令和５年４月１日現在） 

 

（参考資料）  市の協力内容一覧 
 

※表中○で表示している内容は、例示の１つであり、確実に協力できるものではありません。 

後援等承認を決定する担当課と申請の段階から協議を行ってください。 

※詳細については、担当課にお問い合わせください。 
 

項 目 具体的な内容 共催 協力 後援 

会場の提供 

・市民交流センターの先行予約 

・コミュニティセンターの優先予約 

・市民交流センター利用料の減免（50％） 

・逗子文化プラザホール利用料の減免（50％） 

・逗子アリーナ（体育館・会議室）利用料の減免（50％） 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

－ 

－ 

○ 

○ 

－ 

－ 

－ 

物品の貸出

し 

・プロジェクター 

・スクリーン 

・ワイヤレスマイクセット（ポータブル） 

・電源ドラム 

※その他物品等は担当課へ個別にご相談ください。 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

運営の人手 

・担当課の職員による運営協力（会場設営、受付、案内

等） 

・公用車による物品の運搬 

・講師の紹介・連絡調整 

○ 

○ 

○ 

〇 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

広 報 

・『広報ずし』への記事の掲載 

・市のホームページへの情報の掲載 

・市による広報掲示板へのポスターの掲出 

・公共施設等でのチラシの配布 

・市の主催事業でのチラシの配布 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

－ 

〇 

○ 

○ 

その他 ・道路使用許可等、国や県に対する申請手続き ○ 〇 － 
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（別紙②） 

 

収支予算書項目と経費の記載例 

※当該事業実施に関する経費に限ります。 

 

収入の部 

 

入場料等収入 提案事業の入場料 

広告その他の収入 プログラム,チラシ等の広告掲載費 

寄付金 企業や個人からの寄付金 

 

支出の部 

 

会場関係費 会場使用料、練習会場使用料、付帯設備使用料、その他 

機材関係費 
会場設営費、展示工作設営・撤去費、作品運搬費、大・小道具費、 

衣装費、音響･照明費、道具･楽器運搬費、その他 

出演料・その他文

芸費 
演奏料、俳優等出演料、原稿執筆料、その他 

広告宣伝費 
チラシ折込手数料、入場券販売手数料、チラシ・ポスター等印刷 

費、入場券印刷費、プログラム（点字を含む）印刷費、その他 

人件費 編集謝金、原稿執筆謝金、その他 

交通通信費 出演者交通費、通信連絡費、案内状発送費、その他 

その他雑費  

 


